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水
道
使
用
料
に
よ
り
、
下
水
道
施

設
の
修
繕
や
下
水
処
理
場
（
東
京

都
管
理
）
の
維
持
管
理
事
業
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

　

市
で
は
、
下
水
道
の
健
全
な
運

営
に
向
け
、
昭
和　

年
か
ら
下
水

３９

道
施
設
の
建
設
に
要
し
た
費
用
の

う
ち
、
毎
年
多
額
の
返
済
を
し
て

い
る
高
金
利
の
企
業
債
（
借
金
）

に
つ
い
て
、
低
金
利
へ
の
借
り
換

え
を
行
う
た
め
、
職
員
数
の
削
減

や
組
織
変
更
、
未
水
洗
化
世
帯
へ

の
下
水
道
接
続
活
動
の
強
化
な
ど
、

業
務
の
改
善
を
行
う
こ
と
を
盛
り

込
ん
だ
「
下
水
道
事
業
経
営
健
全

化
計
画
書
」（
概
要
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
）
を
国
へ
提
出
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
高
金
利
の
企
業

債
か
ら
低
金
利
へ
の
借
り
換
え
を

行
い
、　

年
度
か
ら
同
計
画
書
に

１９

沿
っ
て
、
下
水
道
事
業
を
実
施
し

て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
下
図
２
の
通
り
、
依

然
、
汚
水
処
理
に
要
す
る
全
て
の

経
費
を
下
水
道
使
用
料
で
賄
う
こ

と
が
で
き
て
い
な
い
た
め
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
（
市
税
な
ど
、

本
来
道
路
の
補
修
や
福
祉
政
策
な

ど
に
使
用
す
る
財
源
）
に
、　

％
２３

も
依
存
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、

い
ま
だ
安
定
し
た
下
水
道
経
営
と

は
な
っ
て
い
な
い
状
況
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み

　

今
後
は
、
こ
の
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
金
に
依
存
し
な
い
経
営
を

目
指
し
、
今
後　

年
間
で
、
汚
水

１０

処
理
に
要
す
る
財
源
で
あ
る
下
水

道
使
用
料
収
入
の
割
り
合
い
を
、

現
在
の　

％
か
ら
１
０
０
％
に
し
、

７７

下
水
道
経
営
の
健
全
化
を
図
る
た

め
、
下
水
道
使
用
料
の
改
定
も
含

議
室

　

当
日
直
接
会
場
へ
（
車
で
の
来

場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）。

　

※
源
泉
所
得
税
の
納
付
は「
e
‐

T
a
x
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）」
の
利

用
が
便
利
で
す
。
詳
細
は
同
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（http://www.e-tax.n

ta.go.jp

）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
法
人

課
税
第
２
部
門
☎
０
４
２
・
３
９

４
・
６
８
１
１
（
音
声
案
内
に
従

っ
て
「
２
」
番
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
）
ま
た
は
市
課
税
課
市
民
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
３
１
～
２
３
３
７
）
へ
。

都
内
市
区
役
所
ま
た
は
町
村
役
場

で
配
布
。
な
お
、
都
庁
第
一
本
庁

舎
１
階
東
京
観
光
情
報
セ
ン
タ
ー
、

同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
で
は
、　
１１

月
３
日
（
祝
）・
４
日
（
日
）
の
午

前
９
時
半
～
午
後
５
時
も
配
布

　

※　

月
１
日（
木
）～
９
日（
金
）

１１

の
間
、
同
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h  

ttp://w
w
w
.to-kousya.or.j

       
 
 
               p   
）

か
ら
申
込
書
・
募
集
案
内
を
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
申
込
受
付
期
間
】　

月　

日

１１

１３

（
火
）
ま
で
に
渋
谷
郵
便
局
に
届

い
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す

　

詳
し
く
は
都
市
計
画
課
☎
４
７

０
・
７
７
６
２
ま
た
は
同
公
社
募

集
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７
０
・
０
１

０
８
１
０
（　

月
１
日
～
９
日
。

１１

そ
の
他
の
期
間
は
☎　

・
３
４
９

０３

８
・
８
８
９
４
。
い
ず
れ
も
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
へ
。

　

都
営
住
宅
の
入
居
者
を　

月
１

１１

日
（
木
）
か
ら
募
集
し
ま
す
。
申

し
込
み
資
格
な
ど
、
詳
細
は
募
集

案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
申
し
込
み
資
格
】
次
の
通
り

（
１
）
家
族
向
け

　

①
都
内
に
居
住
す
る
成
年
者

（　

歳
未
満
の
既
婚
者
含
む
）
で

２０
あ
る
こ
と
②
同
居
親
族
が
い
る
こ

と
③
世
帯
の
所
得
が
所
得
基
準
内

で
あ
る
こ
と
④
住
宅
に
困
っ
て
い

る
こ
と
⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

（
２
）
単
身
者
向
け

　

①
都
内
に
３
年
以
上
居
住
し
て

い
る　

歳
以
上
ま
た
は
そ
の
他
の

６０

条
件
を
満
た
す
単
身
者
で
あ
る
こ

と
②
現
に
同
居
し
て
い
る
親
族
が

い
な
い
こ
と
③
所
得
が
定
め
ら
れ

た
基
準
内
で
あ
る
こ
と
④
住
宅
に

困
っ
て
い
る
こ
と
⑤
暴
力
団
員
で

な
い
こ
と

（
３
）
定
期
使
用
住
宅
（
若
年
フ

ァ
ミ
リ
ー
向
け
）

　

家
族
向
け
の
申
し
込
み
資
格
に

加
え
、
①
申
込
者
本
人
を
含
め
、

同
居
親
族
全
員
が　

歳
未
満
で
あ

４０

る
こ
と
②
世
帯
構
成
が
夫
婦
の
み

の
世
帯
ま
た
は
夫
婦
お
よ
び
子
の

世
帯
で
あ
る
こ
と

（
４
）
定
期
使
用
住
宅
（
多
子
世

帯
向
け
）

　

家
族
向
け
の
申
し
込
み
資
格
に

加
え
、
①
申
込
者
本
人
を
含
め
、

同
居
親
族
全
員
が　

歳
未
満
で
あ

４５

る
こ
と
②
世
帯
構
成
が
夫
婦
お
よ

び
子
の
世
帯
で
あ
る
こ
と
③
世
帯

に　

歳
未
満
の
子
が
３
人
以
上

１８
（
う
ち
最
低
１
人
は
小
学
校
５
年

生
以
上
）
い
て
、
全
員
が
都
営
住

宅
に
入
居
で
き
る
こ
と

　

※
（
３
）・（
４
）
の
定
期
使
用

住
宅
と
は
、　

年
に
限
り
入
居
で

１０

き
る
住
宅
で
す
。

（
５
）
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け

　

申
し
込
み
資
格
は
、
定
期
使
用

住
宅
（
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
）

と
同
じ

　
【
申
込
用
紙
な
ど
の
配
布
】
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く　

月
１１

１
日
（
木
）
～
９
日
（
金
）
の
午

前
８
時
半
～
午
後
５
時
に
、
都
市

計
画
課（
市
役
所
５
階
）、上
の
原
・

滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
東
京
都
住

宅
供
給
公
社
募

集
セ
ン
タ
ー
、
同

公
社
の
各
窓
口

セ
ン
タ
ー
、
都
庁
、

は

じ

め

に

　
　

年
９
月
か
ら
４
回
シ
リ
ー
ズ

２３
で
市
の
下
水
道
事
業（
汚
水
処
理
）

に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
と
財
政
状

況
・
問
題
点
、
最
新
の
技
術
開
発

の
動
向
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ

の
中
で
、
名
水
百
選
に
選
ば
れ
た

落
合
川
な
ど
も
含
め
た
市
の
豊
か

な
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、
埋
設

さ
れ
て
か
ら
約　

年
と
耐
用
年
数

５０

に
近
づ
い
た
下
水
道
管
（
下
図
１

参
考
）
の
修
繕
、
更
新
・
地
震
対

策
事
業
（
汚
水
処
理
）
な
ど
の
事

業
を
継
続
的
に
実
施
し
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
お
知
ら

せ
し
ま
し
た
。

　

汚
水
処
理
に
つ
い
て
は
、
受
益

者
負
担
の
原
則
か
ら
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
下
水
道
使
用
料
に
よ
る
財

源
で
賄
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
安
全
で
安
心
な
暮
ら

し
を
支
え
て
い
る
下
水
道
施
設
を

維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
下
水

道
使
用
料
の
改
定
も
視
野
に
入
れ

た
下
水
道
経
営
に
つ
い
て
、
検
討

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

下
水
道
の
経
営
で
は
、
地
方
財

政
法
上
、
道
路
の
修
繕
や
改
修
を

行
う
会
計
部
門
と
は
別
の
特
別
会

計
を
設
け
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
下

　

給
与
の
支
払
者
を
対
象
に
、　
２４

年
分
年
末
調
整
や
法
定
調
書
な
ど

の
作
成
に
つ
い
て
、
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月
９
日
（
金
）
午
後

１１

１
時
半
～
３
時
半

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、

お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者

が
寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
違
反
す
る

と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

　

政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を

「
贈
ら
な
い
！
」、有
権
者
は
政
治

家
に
寄
附
を
「
求
め
な
い
！
」、
政

治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
附
は

「
受
け
取
ら
な
い
！
」
の
「
三
な

い
運
動
」
を
皆
さ
ん
で
徹
底
し
、

明
る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

　

※
こ
こ
で
い
う
「
政
治
家
」
と

は
、
現
に
公
職
に
あ
る
人
に
加
え
、

候
補
者
や
候
補
者
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
人
も
含
み
ま
す
。

　

詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
☎
４
７
０
・
７
７
９
０
へ
。
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社
会
保
険
料（
国
民
年

金
保
険
料
）控
除
証
明

書
が
発
行
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額

が
確
定
申
告
や
年
末
調
整
の
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。
対
象
は
、
そ
の
年
の
１

月
１
日
～　

月　

日
に
納
付
し

１２

３１

た
保
険
料
で
す
。
確
定
申
告
な

ど
で
社
会
保
険
料
控
除
の
申
告

を
す
る
際
に
は
、
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書

類
の
添
付
が
必
要
で
す
。
な
お
、

家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
場
合
に
は
、
納
付
し
た

方
が
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

９
月　

日
ま
で
に
納
付
し
た

３０

国
民
年
金
保
険
料
額
を
証
明
す

る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
は
、

　

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か

１１ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
確
定
申
告

や
年
末
調
整
の
手
続
き
の
際
に

は
、
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領

収
証
書
）
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、　

月
１０

１
日
～　

月　

日
の
間
に
、
今

１２

３１

年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
方
に
対
し
て
は
、　
２５

年
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
控
除
証
明
書
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・
０

７
０
・
１
１
７
（
Ｉ
Ｐ
電
話
な

ど
の
方
は
☎　

・
６
７
０
０
・

０３

１
１
３
０
）
へ
。
受
付
期
間
は

　

月
１
日
（
木
）
～　

年
３
月

１１

２５

　

日
（
金
）。

１５老
齢
厚
生
年
金
な
ど

の
受
給
者
の
方
へ 

扶
養
親
族
等
申
告
書

が
送
付
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険

な
ど
か
ら
支
給
さ
れ
る
年
金
の

う
ち
、
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支

給
事
由
と
す
る
年
金
は
雑
所
得

と
し
て
所
得
税
が
課
さ
れ
ま
す

（
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　

こ
の
う
ち
、
老
齢
年
金
額
が

　

歳
未
満
の
方
は
１
０
８
万
円

６５以
上
、　

歳
以
上
の
方
は
１
５

６５

８
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
所

得
税
を
源
泉
徴
収
し
て
い
ま
す
。

　

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

に
は
、　

月
上
旬
に
日
本
年
金

１１

機
構
か
ら
「
扶
養
親
族
等
申
告

書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の

申
告
書
に
よ
り
、　

年
分
の
年

２５

金
に
か
か
る
所
得
税
を
計
算
し

ま
す
。
扶
養
親
族
等
申
告
書
を

提
出
す
る
こ
と
で
公
的
年
金
等

控
除
、
基
礎
控
除
、
扶
養
控
除

な
ど
の
各
種
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
一
方
、
提
出
が
な
い
場

合
は
、
提
出
し
た
場
合
に
比
べ

て
多
く
の
所
得
税
が
源
泉
徴
収

さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
「
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
」

や
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
に

つ
い
て
、
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図2　汚水処理にかかる経費（２３年度決算）

歳入

歳出

下水道使用料　７７％（14億9,900万円）

一般会計から
の繰入金
２３％
（4億4,800万円）

一般会計から
の繰入金
２３％
（4億4,800万円）

下水道施設建設に伴う
企業債の返済（借金）
６０％（11億7,600万円）

維持管理費（下水道管の
修繕や下水処理場〈東
京都管理〉の事業）
４０％（7億7,100万円）

維持管理費（下水道管の
修繕や下水処理場〈東
京都管理〉の事業）
４０％（7億7,100万円）
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図1　経過年数別道路陥没件数（全国）

岩手県、宮城県、福島県は
調査対象外

22年度に発生した約5,300カ所の
道路陥没を対象

敷設後30年を経過すると
陥没箇所が急増


